平成23年度(第５回)日本熱傷学会熱傷専門医
認定審査についての手引き

平成22年９月

一般社団法人　日本熱傷学会
代表理事　行岡　哲男
専門医委員会
委員長　川上　重彦
日本熱傷学会は、日本熱傷学会専門医制度規則および同施行細則にもとづき、第５回熱傷専門医
認定審査を下記の要領で実施いたします。

１．専門医資格審査申請者の資格

専門医資格審査申請者の資格は、日本熱傷学会専門医制度規則第５条の申請資格を有した者。

本年度は平成16年度（2005年３月31日）までに入会した者に限ります。

２．申請方法

　　申請を希望する者は、学会事務局に入会年月日等の入会資格を必ずメールで確認して、申請症例Ｂ提出データの入力用サンプルデータを受け取ってください。

３．認定審査用書類
日本熱傷学会専門医制度規則および同施行細則にもとづき、以下の認定審査用書類を当会ホームページ掲載に掲載していますので、様式をダウンロードして使用してください。
1)  日本熱傷学会熱傷専門医認定申請書





(様式１)

2)  履歴書








(様式２)

3)  熱傷専門医診療実績説明






(様式３)

4)  熱傷専門医診療実績Ａ




      (様式３-１～３-５)

5)  熱傷専門医診療実績一覧表




     (様式３-６)

6)  学術講習会およびスキンバンク摘出・保存講習会参加証明書添付
     (様式３-７)

7)  熱傷専門医診療実績Ｂ




      (様式３-８～３-17)

8) 
熱傷専門医認定研修施設および学会の定める他学会の研修施設における研修証明
(様式４)

9) 
熱傷専門医研修歴一覧表






(様式５)

10) 修練施設表および在籍証明書





(様式６)

11) 熱傷専門医推薦書







(様式７)
12）日本熱傷学会学術集会参加証明書





(様式８)

４．認定審査料の振込

１) 認定審査料３万円は、郵便局の備え付けの振込用紙を利用して振り込んでください。また、振込用紙の通信欄に「第５回専門医認定審査料(平成23年度)」と記載してください。
２) 振込口座

口座名義：一般社団法人日本熱傷学会

口座番号：００１７０-０-７０５５１２

５．認定審査提出書類

日本熱傷学会熱傷専門医審査書類とそのコピー１部

医師免許証（写）

認定審査料振込の領収書のコピーを１通
申請症例Ｂ入力済みＦＤ

６．書類提出期間
平成22年12月１日～平成23年１月15日（消印有効）
７．書類送付先および認定審査料振込先

認定審査提出書類は、簡易書留にて委員会へ送付してください。

〒169-0072東京都新宿区大久保2-4-12新宿ラムダックスビル10階

(株)春恒社 学会事業部内

一般社団法人 日本熱傷学会事務局　日本熱傷学会専門医委員会　宛

TEL 03-5291-6246 　FAX 03-5291-2176

８．専門医認定審査の時期

平成23年６月１日（水）に申請書類の審査、平成23年６月２日（木）筆記試験を実施します。
９．専門医認定審査の結果の発表および登録

専門医認定審査の結果は、専門医委員会が代表理事に報告し理事会の議を経て、申請者に通知します。認定登録料の納付を確認した後、代表理事が学会の専門医資格名簿に登録のうえ公示します。
認定証は、追って代表理事が本人に送付します。

10．申請書類記入・作成に関する注意事項

１) 申請書は当会ホームページからダウンロードしてください。そのまま入力することができます。入力後は印字をして提出してください。
２) 手書き記入の場合は、黒インクまたはボールペンを用いて楷書で記載してください。
３) 年号の記載は西暦を用いてください。
４) 申請症例Ｂ提出データを入力する際はサンプルデータ受け取り時の入力方法に従って入力してください。
５) 専門医申請書類を記入する際、次の点に留意して作成してください。

■(様式３-１～17)　 熱傷専門医診療実績

Ａ)必要な手技と経験、Ｂ)症例報告書ともに共通
①　申請する全ての症例は、日本熱傷学会入会後の５年以上の間に経験施行したものだけでなく、入会以前に経験施行したものでも結構です。また、その施設は日本熱傷学会熱傷専門医または認定医が指導している施設でなくても結構ですが、その場合は３名の日本熱傷学会熱傷専門医または認定医の推薦書が必要となります。

②　項目が異なるものであれば、診療実績Ａ）、Ｂ)間の重複について認めます。
熱傷専門医診療実績Ａ)必要な手技と経験について(様式３-１～５)
①　１)～15)の一覧表を全て症例で満たしてください。空欄は認められません。満たせない場合は、学術講習会参加にかえることができます。ただし、参加証３枚で18症例までです。学術講習会参加証の添付に関しては、１)～15)項目の中での限定はありません。
スキンバンク摘出・保存講習会への参加（１回）も６症例分にかえることができます。
ただし、適応を ８）壊死組織除去 ９）熱傷創に対する分層植皮術 10）分層植皮片の採取と採取創の治療の項目に限定します。必ずスキンバンク摘出・保存講習会の修了書あるいは参加証を添付してください。
なお、両講習会参加による振替は、３回までとします。その内訳は、学術講習会２回、スキンバンク摘出・保存講習会１回あるいは学術講習会３回のいずれかとします。
②　手術手技は、原則として、１つの手術では１人の術者しか認められません。助手として手術に参加したものは認められません。ただし、広範囲熱傷の手術などで１回の手術を数人で分担して施行した場合や、採皮と植皮を分担した場合など、実際にそれぞれを担当した術者であれば認められます。
③　主治医として手術手技を行わず術前術後管理のみを行った場合などは、原則として術者としては認められませんが、感染、栄養、呼吸などの術前術後の管理は認められます。

④　９)の分層植皮術と10)の分層植皮片採皮については項目が異なるので同一の手術(症例)の使用が認められます。

⑤　13)植皮術による瘢痕拘縮除去術、14)皮弁による瘢痕拘縮除去術は、褥瘡・ほかの外傷後・手術後の瘢痕拘縮などではなく、熱傷後のものでなければなりません。

熱傷専門医診療実績一覧表(様式３-６)
①　「熱傷専門医診療実績一覧表」には熱傷専門医診療実績Ａに用いた全症例を記入し、「申請に用いた項目番号」には該当する項目番号を記入してください。症例を重複して用いる場合、「申請に用いた項目番号」の欄は複数の記入となります。
②　「熱傷専門医診療実績一覧表」は15件まで記入できます。枚数が足りない場合はコピーをして使用してください。

講習会参加証明書(様式３-７)
①　平成21年度からの審査におきまして、学術講習会１回の参加が必須となりましたので、「熱傷専門医診療実績Ａ)必要な手技と経験」の全てが症例で満たすことができても必ず１回分の参加証明書の貼付が必要となります。

②　参加証明書となる参加証は、講習会開催日・氏名が分かるようコピーしたものを貼付してください。

③　紛失した場合、平成12年度以降の学術講習会およびスキンバンク摘出・保存講習会参加の方は、参加者控えが事務局に保存されておりますので、開催回と開催日の参加記録の記入のみで結構です。平成12年度以前の学術講習会については、申請者自身が各担当施設に問い合わせて証明を受けてください。

Ｂ)症例報告書(様式３-８～17)
①　原則として写真を貼付して作成してください。やむを得ない場合は、図表を有効に用いて分かりやすく作成してください。

②　瘢痕拘縮については、術後６ヶ月を経過した、明らかに改善していることが分かる写真を添付してください。

③　申請に使用した症例は申請者の症例として登録されますので、他の者が再び使用することはできません。過去の申請で使用された症例は提出できませんのでご注意ください。
　　■(様式４) 熱傷専門医認定研修施設および学会の定める他学会の研修施設における研修証明書

①　「熱傷専門医認定研修施設」は日本熱傷学会が認定した研修施設を指します。
　　　熱傷専門医認定研修施設一覧は機関誌「熱傷」36巻３号（９月）に掲載しました。

②　「学会の定める他学会の研修施設」とは日本救急医学会、日本形成外科学会、日本外科学会、日本皮膚科学会の研修施設となります。日本形成外科学会の教育関連施設は該当しません。
③　複数の施設にまたがって研修を行った場合は、用紙はコピーをして用いてください。

④　所属長氏名（自署）は、所属長、施設長のどちらでも構いません。
⑤　右上の「経歴証明書番号」は、記載枚数の通し番号となります。
■(様式５)　熱傷専門医研修歴一覧表

①　「熱傷専門医認定研修施設」

日本熱傷学会が認定した研修施設となります。
②　「学会が認めた他学会の施設」

日本救急医学会、日本形成外科学会、日本外科学会、日本皮膚科学会の研修施設となります。ただし、日本形成外科学会の教育関連施設は該当しません。

③　「その他施設」

上記①②の施設以外となります。申請者の研修した施設あるいは所属施設が①②に該当しない場合は、この項に記入します。なお、「その他施設」に記載された施設については、研修にふさわしいと認められる施設どうかを専門医委員会で審議し決定します。

④　「経歴証明書番号」は様式４と対応し、同一番号の記入となります。

⑤　様式４に用いた全施設と「その他施設」を含めて、「実行研修期間」の合計は、５年(60ヶ月)以上となります。

⑥　「その他施設」の項の記載施設については、様式４は不要です。
⑦　氏名は自署による記入にしてください。
　⑧　各項目が複数となる場合は、一施設一行で記入してください。
■(様式６)　修練施設表および在籍証明書

①　４)施設の年間熱傷患者数の年間とは１月から12月までの１年間となります。またこの項の患者数は「熱傷」患者数をさします。
②　５)-２その科における年間患者数は、５)主に熱傷を治療している部門が救急部の場合、救急部全体の患者数となります（熱傷のみの患者数ではありません）。
③　①と②により、４)施設の年間熱傷患者数と５）-２その科における年間患者数の数字は違うものになります。

④　修練施設は日本熱傷学会熱傷専門医または認定医が指導している施設でなくても結構です。 その場合５)－３の熱傷専門医・認定番号の欄は、「なし」と記入します。所属長についても、日本熱傷学会熱傷専門医または認定医でなくても結構です。また、「経験年数」はその科で指導する医師の医師になってからの年数とします。

⑤　日本熱傷学会熱傷専門医または認定医が指導している施設の場合は、指導している日本熱傷学会熱傷専門医または認定医の専門医（認定医）番号を記入します。また、「経験年数」は指導する医師の医師になってからの年数とします。

⑥　熱傷専門医診療実績に複数の施設の症例を使用した場合、様式６の用紙はコピーをして用い、熱傷専門医診療実績に記入(使用)した施設の数だけ在籍証明書を用意してください。そして、７)には各々その施設に該当する症例の番号（様式３に記載されている項目番号）に印を付けてください。

⑦　複数の施設で修練しても熱傷専門医診療実績に使用していない施設については、証明は不要です。

⑧　申請者が診療責任者であっても専門医審査を受けることは可能です。指導者が申請者自身である場合、８)の記入は申請者当人氏名を記入します。

⑨　所属長の氏名は自署による記入にしてください。
■　(様式７)　 熱傷専門医推薦書
①　熱傷専門医診療実績に用いた症例が全て日本熱傷学会熱傷専門医または認定医の指導下の症例である場合は、「推薦書」は不要となります。
②　熱傷専門医診療実績に用いた症例に日本熱傷学会認定医のいない修練施設の症例が1つでも含まれる場合、指導医が日本熱傷学会熱傷専門医または認定医でない場合は、３名の日本熱傷学会熱傷専門医または認定医の推薦を受けてください。

③　日本熱傷学会認定医および専門医の一覧は機関誌「熱傷」36巻３号（９月）に掲載しました。

■(様式８)　日本熱傷学会学術集会参加証明書

①　(様式３-７)と同様に、学術集会開催日・氏名が分かるようコピーしたものを貼付してください。
９．問い合わせ先

一般社団法人日本熱傷学会専門医委員会　委員長　川上　重彦
金沢医科大学　形成外科学教室　メールアドレス：sk2611@kanazawa-med.ac.jp
お問い合わせは、メールでお願いします。

